
１．障害者介助等助成金（拡充案）

※ 現行の助成金メニュー（職場介助者の配置・委嘱、手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱、障害者窓口担当者の配置）は現状維持。

助成金名 対象者 助成率 限度額
支給期間

（上限）

拡充

重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金（仮称）

○対象障害者（重度訪問介護サービス、同行援護及び行動援

護の利用者に限る。）の業務遂行のために必要な職場介助者

（重度訪問介護サービス、同行援護又は行動援護の提供事業

者に限る。）の委嘱

・重度訪問介護サービスの利用者

・同行援護の利用者

・行動援護の利用者

※上記について、障害者雇用率制度上の

対象障害者の範囲であること。

4/5

(中小事

業主は

9/10)

・対象障害者1人につき、月13.3

万円まで（中小事業主は、月15

万円まで）

開始から年

度末まで

助 成 金 名 対象者 助成率 限 度 額
支給期間

（上限）

拡充

重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金

（仮称）

○対象障害者（重度訪問介護サービス、同行援

護及び行動援護の利用者に限る。）の通勤を容易

にするために援助する通勤援助者（重度訪問介護

サービス、同行援護又は行動援護の提供事業者に

限る。）の委嘱

・重度訪問介護サービスの利用者

・同行援護の利用者

・行動援護の利用者

※上記について、障害者雇用率制度上の対象障害者の範囲

であること。

4/5

(中小事業

主は9/10)

・対象障害者1人につき、月

7.4万円まで（中小事業主

は、月8.4万円まで）

３月間

（～年度

末）

※ 現行の助成金メニュー（住宅・駐車場の賃借、指導員の配置、住宅手当の支払、通勤用バスの購入、通勤用バス運転従事者の委嘱、通勤援助者の委嘱、通勤用自動
車の購入）は現状維持。

２．重度障害者等通勤対策助成金（拡充案）

障害者介助等助成金及び重度障害者等通勤対策助成金の拡充案について
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参考資料２

施行日（予定）：令和２年10月１日



納付金制度に基づく障害者雇用関係助成金

○ 重度障害者等通勤対策助成金

障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主・団体に対して、費用の3/4を助成

・ 通勤援助者の委嘱（上限額：1回２千円及び交通費計3万円、支給期間：1月間）
・ 駐車場の賃借（上限額：障害者１人につき月5万円、支給期間：10年間） 等

○ 障害者介助等助成金

障害特性に応じた適切な雇用管理のために必要な介助者等の措置を行う事業主に対して、原則、費用の3/4を助成

・ 職場介助者の委嘱（上限額：原則１回１万円及び年150万円、支給期間：原則10年間）
・ 手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱（上限額：1回6千円及び年28万8千円、支給期間：10年間） 等

○ 障害者作業施設設置等助成金

障害者が作業を容易に行えるよう配慮された作業施設等の設置・整備・賃借を行う事業主に対して、
費用の2/3を助成（上限額：障害者1人につき450万円 （作業施設の場合）等）

○ 障害者福祉施設設置等助成金

障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設等の福利厚生施設の設置・整備を行う事業主に対して、
費用の1/3を助成（上限額：障害者1人につき225万円）

○ 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められ
る事業主であって、これらの障害者のために事業施設等の設置・整備を行うものに対して、費用の2/3を助成（上限額：5千万円）
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平成30年度支給実績：7.3億円（5,079件）

＜平成30年度支給実績：0.5億円（87件）＞

＜平成30年度支給実績：5.7億円（4,291件）＞

＜平成30年度支給実績：1.1億円（701件）＞

障害者が作業を容易に行えるような施設の設置等を行った場合の助成措置

障害者を介助する者の配置等を行った場合の助成措置

通勤の配慮を行った場合の助成措置


